
入札公告 
 
 地方自治法第２３４条第１項の規定により、事後審査方式制限付き一般競争入札を次の

とおり実施する。なお、この入札は、ちば電子調達システムに係る電子入札システム（以

下「電子入札システム」という。）により執行する。 
 
  令和８年１月２０日 

白子町長  緑 川 輝 男 
 
１ 入札に付する事項 
（１）件名 

学習支援ソフトウェア及び情報機器等賃貸借並びに運用保守業務（長期継続契約） 
 

（２）概要 
別紙仕様書による 
 

（３）履行期間 
令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  
（４）履行場所 

白子中学校ほか３小学校 

 
２ 入札に参加する者に必要な資格 
（１）令和６・７年度白子町入札参加業者資格者名簿（物品）の大分類「リース」の中の

中分類「電算機」に登載されている者 

（２）千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準に基づく指名停止又は白子町契約

に係る暴力団対策措置要綱（平成２８年白子町告示第１５号）に基づく指名除外を、

物品の入札の公告日から入札（開札）日までの間、受けていないこと。  
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条

の４の規定のほか、次に掲げる者でないこと。  
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又は入札（開札）

日の前６か月以内に手形、小切手の不渡りがあった者  
イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく

裁判所からの更生手続き開始決定がされていない者  
ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく

裁判所からの再生手続き開始決定がされていない者  
（４）関東地方に本店を有する者。 

 
３ 入札及び開札の日時及び方法 
（１）入札日時 令和８年１月２９日（木）午前８時３０分から 
        令和８年１月３０日（金）正午まで 



（２）入札方法 電子入札システムによる 
郵便及び電報等による入札は認めない。なお紙入札業者として参加を

希望する場合には、白子町電子入札約款、白子町電子調達システム運用

基準（以下「基準」という。）による。 
（３）開札日時 令和８年１月３０日（金）午後１時から 
（４）開札場所 白子町役場 総務課事務室 
（５）開札立会 入札に参加した者又は開札立会委任状（基準別記様式３）を持参した代

理人は、開札に立会いできるものとする。 
 
４ 入札書に記載する金額 

  入札金額は月額料金を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

５ 入札参加資格審査申請書の提出 
落札候補者となった者は、下記の書類を開札日の翌日（翌日が土・日・祝日となる場合

は、その翌日）までに電子メール又は持参により提出し、入札参加資格審査を受けなけれ

ばならない。 
①白子町事後審査方式制限付き一般競争入札実施要領（以下「要領」という。）入札参 

 加資格審査申請書（別記様式第１号） 

②業務経歴書 

 
６ 入札参加資格審査 
（１） 予定価格の制限の範囲内において、最低の価格で入札をした者を落札候補者とする。 
（２）入札参加資格審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順 

位の者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者が決定するまで同様に繰り返

すものとする。 
（３）審査の結果、落札候補者が適格と認められ、落札者として決定された場合は、当該 

落札者に契約締結に必要な指示をするものとする。 
（４）落札者が決定した場合は、次の順位以降の者の審査を行わない。 
（５）入札執行者は、落札候補者が資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候 

補者に、要領入札参加不適格通知書（電子入札）（要領別記様式第２号）を送付するも

のとする。 
（６）入札参加資格不適格通知書を受けた者は、前項の通知を受けた日から起算して３日 

以内に入札参加資格を満たしていない理由を、書面により、入札執行者に対して求める

ことができる。 
（７）入札執行者は、前項の求めがあったときは、その日から起算して３日以内に、書面

により回答するものとする。 
 



７ 契約条項等を示す場所 
  本件に係る設計図書等の閲覧等については、入札情報サービスにより次のとおり行う。 
（１）縦覧期間 令和８年１月２０日（火）午前０時から 

令和８年１月３０日（金）正午まで 
（２）縦覧場所 入札情報サービスによる 
（３）設計図書等に対する質問 
   設計図書等に対する質問がある場合は、入札設計図書等に関する質問書の様式を用

いて電子メール、ファクシミリ又は持参により提出するものとする。その他の方法に

よるものは受け付けない。 

  ※電子メール、ファクシミリの場合は、必ず受信を確認すること。 

①受付期間 令和８年１月２０日（火）午前９時００分から 
令和８年１月２３日（金）午後５時まで 

②提 出 先 
     白子町 教育課 

Ｅメールアドレス kyouiku@town.shirako.lg.jp 
電話  ０４７５－３３－２１４４ 
ＦＡＸ ０４７５－３３－７４６１ 

※質問に対する回答は、随時、町ホームページに掲載する。 
 

８ 入札の執行 

  入札期間内に提出された入札書が１通の場合でも、当該入札は執行するものとする。 

 

９ 入札に関する注意事項 

（１）落札者となるべき同価格の入札者が２名以上あるときは、電子くじにより落札者を 

決定する。 

（２）入札書の提出後に入札を希望しない場合には、参加しないことができるので、入札 

書受付締切予定日時までに電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。 

（３） 電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができないことが判明した時は、 

入札の執行の延期又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。 

（４）一般競争入札参加確認申請書の提出から開札手続きが終了するまで同一のＩＣカー 

ドを使用し、有効期限が切れることがないよう注意すること。 

 

10 入札保証金 
   免除 
 
11 契約保証金 
   契約金額の１０分の１以上 

（ただし、白子町財務規則第１４７条第５項の規定に該当する場合は免除する。） 
 
12 入札の無効 
  この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務



を履行できなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、

無効とする。 
 
13 電子契約 
   対象 
 
14 問い合わせ先 
  白子町総務課  電話０４７５－３３－２１１０（直通） 


